
基発第0402020号

平成 19年 4月 2日

厚生労働省労働基準局長

労働時間等設定改善対策について

都道府県知事 殿

労働時間等設定改善対策については＼平成 18年4月1日付け基発第 0401009号により協

力依頼をしているところであるが､平成 19年度から新たに他の年齢層と比較して実労働時

間が長い状況にあり､また､出産や育児等の子育てを担う世代でもある20歳代後半から3

0歳代の労働時間の労働時間等の設定の改善を図るための支援を拡充することとし､｢労働

時間等設定改善関係事業等の実施について｣ (平成 18年4月1日付け基発第0401008号､

別紙)を改正したので通知する｡

貴職におかれては､引き続き､内容を十分御理解の上､都道府県民の福祉の向上等の観点

から､都道府県労働局と十分連携を図りつつ､労働時間等設定改善対策に積極的に取り組む

ようお願いする｡



別紙

基発 第 0401008号

平成 18年4月 1日

改正 基発第0402019号

平成 19年4月2日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

都道府県労働局長 殿

労働時間等設定改善関係事業等の実施について

労働時間等設定改善関係事業等については､平成 18年4月1日付け基発第 0401008号

｢労働時間等設定改善関係事業等の実施について｣により指示していたところであるが､平

成 19年度から新たに､他の年齢層と比較して実労働時間が長い状況にあり､また､出産や

育児等の子育てを担 う世代でもある20歳代後半から30歳代の労働者の労働時間等の設

定の改善を図るための支援を従来からの支援に上乗せして行うため､今後は､下記により実

施することとしたので､これにより､その積極的な推進に努められたい｡

また､労働時間等設定改善関係施策の推進に当たっては､別紙のとおり､都道府県知事に

対し協力を依頼しており､各局においては､都道府県とも連携を図りつつ推進されたい｡

記

第 1 労働時間等の設定の改善の促進

1 労働時間等設定改善援助事業について

労働時間等の設定の改善を推進するためには､同一地域､同一業種の中小企業集団等

を対象 としてきめ細やかに相談､援助を実施することが効果的であるO



このため､労働時間等の設定の改善の具体的な進め方について､仕事の内容や進め方

にまで踏み込んだ助言 ･相談を行う｢労働時間設定改善アドバイザー｣を地域の主要な

事業主団体に配置し､中小企業集団等に対して､指導 ･援助を行う労働時間等設定改善

援助事業を ｢労働時間等設定改善援助事業実施要綱｣ (別添1)に基づき実施する｡

2 労働時間等設定改善推進助成金について

中小企業事業主の団体又はその連合団体が､その構成事業主の雇用する労働者の労働

時間等の設定の改善が図られるよう､当該構成事業主に対する相談､指導その他の援助

を団体として行った場合に､その実施した事業の内容に応じて助成金を支給することに

より､中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることとする｡

さらに､その中小企業事業主の団体又はその連合団体が､その構成事業主の雇用する､

他の年齢層と比較して実労働時間が長い状況にあり､また､出産や育児等の子育てを担

う世代でもある20歳代後半から.30歳代の労働者(以下 ｢20歳代後半から30歳代

の労働者｣ という)の労働時間等の設定の改善が図れるよう､重点的に当該構成事業主

に対する相談･指導その他の援助を団体として行った場合に､その実施した事業の内容

に応じて上乗せして助成金を支給する｡

なお､労働時間等設定改善推進助成金の支給業務については､ ｢労働時間等設定改善

推進助成金支給要領｣ (別添2)に基づき実施する｡

3 特に時間外労働が長い事業場の事業主に対する自主的取組の促進

都道府県労働局に配置された労働時間設定改善コンサルタントを活用して､長時間に

わたる時間外労働の是正のための自主点検等を実施し､事業場の希望に応じて労働時間

設定改善コンサルタントによる個別の訪問指導等を実施する｡

さらに､平成 19年度からは､1回限りの個別訪問ではなく､一定期間にわたって事

業場を計画的に訪問し､指導 ･援助を行う｡

なお､当該指導 ･援助については､20歳代後半から30歳代の労働者の労働時間等

の設定の改善を促進するため､同世代の労働者が多く勤務する事業場に対して重点的に

実施する｡

4 労働時間等設定改善実施体制の整備



労働時間等設定改善実施体制の整備については､平成 18年4月 1日付け基発第0

401006号 ｢労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の施行について｣の記

の4で指示しているところであるが､上記 1から3の労働時間等設定改善事業の推進

に当たっては､特に各事業場に対し､労働時間等設定改善委員会の設置等に向けた働

きかけを行 うなどにより､労働時間等設定改善実施体制の整備を図ることとする｡

第2 労働時間等の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和に係る社会的気運の醸成

企業の労使関係者の参集を求めシンポジウムを開催する等労働時間等の設定の改善の

促進を通じた仕事と生活の調和に関する広報啓発活動を ｢仕事と生活の調和キャンペー

ン｣と位置付け､ ｢仕事と生活の調和キャンペーン実施要綱｣ (別添3)及び以下により､

より一層広範かつ多様な形で展開することとし､仕事と生活の調和に係る社会的気運の醸

成を図ることとする｡

1 広報啓発活動の積極的展開

労働時間車の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和についての国民的なコン

センサスの形成と社会的気運の高揚を図っていくためにほ､各地域の実情を踏まえつつ

効果的な広報啓発活動を展開していくことが重要であり､都道府県等の関係機関と連携

をとりつつ積極的な広報啓発活動を実施するよう努めること｡

2 仕事と生活の調和推進会議の開催

労働時間等の設定の改善の促適を通じた仕事と生活の調和について社会的気運を醸

成していくためには､各地域においても､地域住民の理解と協力を得て､各地域の産業､

生活習慣､気候等を踏まえた労働時間等の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和

の進め方について､地域のコンセンサスの形成を図ることが重要であるので､ ｢仕事と

生活の調和推進会議要綱｣ (別添4)に基づき､地域の関係労使を始め学識経験者等各

層の代表者による ｢仕事と生活の調和推進会議｣を開催すること｡

3 仕事と生活の調和のとれた働き方の普及促進に関するシンポジウムの開催

事業主等に対する､労働時間等の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和のとれ

た働き方の普及啓発のため､｢仕事と生活の調和のとれた働き方の普及促進に関するシ

ンポジウム開催要綱｣ (別添5)により､ ｢仕事と生活の調和のとれた働き方の普及促



進に関するシンポジウム｣を外部-委託して実施することになるので､円滑な開催がな

されるよう配慮すること｡

なお､ゆとり創造月間の実施においては､シンポジウムの開催等を通じ､労働時間の

短縮を含めた労働時間等の設定の改善による仕事と生活の調和のとれた働き方の普及

促進のための集中的な広報 ･啓発活動を推進するごと｡

第3 都道府県等関係行政機関との連携

労働時間等の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和関係施策を推進するに当

たっては､都道府県との連携を図ることが重要であることから､各種機会を通じて､都

道府県を含む関係行政機関との連携を図ること｡

第4 その他

労働時間等設定改善関係事業等を効果的に進めるため､臨検監督等あらゆる機会を通

じて､年次有給休暇の取得促進･(特に､計画的付与制度を活用したもの)､所定外労働

の削減等の好事例及び地域における労働時間等の設定の改善に関する情報の収集､整備

に努め､各種機会に活用するとともに､本省に随時報告すること0

第5 関係通達の改廃

1 平成元年 5月29日付け基発第266号｢労働時間短縮関係事業等の実施について｣､

平成元年 9月29日付け基発第528号 ｢ゆとり創造月間の実施について｣､平成2年

4月 18日付け基質発第6号 ｢ゆとり創造キャンペーンの実施について｣､平成 13年

4月4日付け基発第335号 ｢社団法人全国労働基準関係団体連合会による労働時間短

縮支援セ.ンタ-業務について｣及び平成 15年4月1日付け基発第 0401007号

｢社団法人全国労働基準関係団体連合会による労働時間短縮支援センター業務につい

て｣ は平成 18年 3月31日限り廃止する｡

2 平成 15年 11月17日付け地発第1117006号 ･基発第 1117002号 ･職

発第 1117003号 ･能発第 1117004号 ･雇児発第 1117002号 ･改発第

1117001号 ｢総合的ワークシェアリング政策の推進の具体的取組について｣の記

の3の (2)のハ中､ ｢労働時間短縮支援センター ((礼)全国労働基準関係団体連合



会)都道府県支部を通じ診断 ･指導アドバイザ- (労働時間制度改善支援事業)､｣を

削除する｡



別添 1

労働時間等設定改善援助事業実施要綱

第 1 趣 旨

中小企業 における労働時間等の設定の改善を促進す るため､地域の主要

な事業主団体に ｢労働 時間設定改善ア ドバイザー｣ を配置 し､中小企業集

団及 びその構成事業場 に対 して労働 時間等設定改善指針 に定め られてい

る事項 (実施体制の整備 ､労働者 の抱 える多様な事情及び業務 の態様に対

応 した労働時間等の設定､年次有給休暇を取得 しやすい環境 の整備､所定

外労働 の削減等)についての助言 ･指導等の援助 を行 うものであるO

第 2 事業運営

事業は､厚生労働省が委託契約 を締結 した事業実施団体が運営す る｡

第 3 事業実施団体の要件

事業実施団体 は､事業の公益性か ら非営利 を 目的 とし､次の要件 を満た

す法人格 を有す る事業主団体か ら選定す る｡

1 地域事情及び効率性 を勘案 し､中小企業集団が所在す る同一の都道府

県にあって､かつ､活動範囲が都道府県又はこれに準ず る単位であるこ
と

2 財政的及び技術的な基礎 を有す ること

第 4 事業の内容

労働時間等の設定の改善 を推進 しよ うとす る同一地域､同一業種､企業

系列別等の中小企業集団に対 して次の援助 を実施す る｡

1 労働時間等の設定状況の把握

2 労働時間等設定改善計画 の作成及びその計画実現 のための助言 ･指導

等

3 労働時間等の設定の改善のための個別助言 ･指導等

第 5 中小企業集団の要件

労働時間等設定改善援助事業の援助対象 となる中小企業集団は､同一地

域 ､同一業種､企業系列別等の集団で､かつ､常時 30 0人以下の労働者

を雇用す る事業場 の占める割合 が構成事業場全体の 2分 の 1以上である

ことO

第 6 事業手続

1 事業実施 を希望す る事業主団体の申出

事業実施 を希望す る事業主団体は､当該事業年度 の 5月 25日までに

都道府県労働局長に ｢労働時間等設定改善贋 助事業実施団体 申出書｣◆(様
式第 1号｡以下 ｢申出書｣ とい う｡) を提出す ること｡都道府県労働局

長 は､中小企業集団か ら事業実施団体について紹介 を求 め られた際には､

申出書の別紙 (様式第 1号別紙) を使用 して紹介す ること｡

なお､申出書 を都道府県労働局長 に提 出 していない事業主団体であっ

て も事業実施す ることは可能であること｡



2 事業実施団体及び中小企業集団の選定

｢労働時間等設定改善援助事業｣に係 る企画書募集要領 に基づき∴事

業実施団体及び援助の対象 となる中小企業集団を選定す ることo

なお､選定結果については､都道府県労働局長 に ｢労働 時間等設定改

善援助事業選定結果通知書｣ (様式第 2号)により通知す ること｡

第 7 事業実施体制

1 労働時間設定改善ア ドバイザーの配置

事業実施団体は､委託契約締結後､労働時間設定改善ア ドバイザー (以

下 ｢ア ドバイザー｣ とい うO) を委嘱 し､配置することO

なお､ア ドバイザーの委嘱期間は 1会計年度以内 とす ること｡

2 協力員の配置

事業実施団休は､労働時間等設定改善援助事業を推進 して行 く上で､

事纂実施団体't中小企業集団又は中小企業集団を構成す る事業場 との間

で連絡調整等の事務 を行 う者 が必要な際には､事業実施団体はそれぞれ

に協力員 を配置す ることができること0

3 ア ドバイザーの活動

ア ドバイザーは､中小企業集団 と調整 を行った上で中小企業集団の構

成事業場 ごとに現状調査 を実施 し､労働時間等の設定の改善に取 り組み

たい事項及びその実現 に向けての計画の作成を行わせ る.こと (｢労働時
間等設定改善計画｣ (様式第 3号))｡

なお､ ｢労働時◆間等設定改善計画｣ (様式●第 3号)の取組事項につい

ては､中小企業集団を構成す る事業場ごとに次の ｢目安｣の達成に向け

て取 り組むこと｡

｢目安｣

ア ｢実施体制の整嘩｣については､必須事項 として必ず､整備に向け
て取 り組むこと

イ ｢労働者の抱える多様な事業及び業務の態様に対応 した労働時間等

の設定｣ については､労働及び業務の実態について調査 を行い､労働

時間等の設定について検討す ること

ウ ｢年次有給休暇を取得 しやすい環境の整備｣については､年次有給

休暇の平均取得率をおおむね 2%以上上昇 させ ること

エ ｢所定外労働 の削減｣ については､平均所定外労働時間数をおおむ

ね 10%以上削減 させ ること

オ ｢労働時間の管理 の適正化｣ については､適正化､現状把握を行っ

た上で､業務の検証 を行 うこと

カ . ｢ワークシェア リング､在宅勤務等の活用｣ については､ワークシ
ェア リング､在宅勤務等 について､新たに何 らかの整備 を実施す るこ
と

また､援助が終了 した段階で中小企業集団の構成事策場ごとに労働
時間等の設定の改善状況報告 (｢労働時間等設定改善実施結果報告｣



(様式第 4号))を作成 させ､ ｢労働時間等設定改善援助事業実施結

果報告書｣ (様式第 5号) を取 りま･とめて､事業実施団体に報告する

ことO

4 日託 の作成

ア ドバイザーが活動を行 った時は､ ｢労働時間設恵改善ア ドバイザー

活動 日誌上 (様式第 6号)､協力員が業務を行った時には､ ｢協力員活

動 日誌｣ (様式第 7号)をそれぞれ活動 日ごとに作成 して翌月 10日ま

でに事業実施団体に報告す ること｡

また､報告 された 日誌は､ ｢労働時間設定改善ア ドバイザー活動 日誌

報告書｣ (様式第 6号の 2)､ ｢協力員活動 日誌報告書｣ (様式第 7号

lの 2) によりp取 りまとめることO

第 8 期間

中小企業集団に対する助言 ･指導等の援助の実施期間は､.1会計年度以
内 とす る｡

なお､ 1回に限 り再度､同一中小企業集団に対 して援助 を実施すること

ができるもの とする｡

附則 この要綱は､平成 18年 4月 1日か ら施行す る｡

改正 平成 19年 4月 2日一部改正O



様式第 1号

労働時間等設定改善援助事業実施団体申出書

平成 年 月 日

事業主団体名

代ー表者職氏名 秤

労 働 局 長 殿

労働 時間等設定改善援助事業 実施団体 として事業 を受託す ることを希望 し

ますので 申し出ます｡

なお､中心企業集団か ら事業実施団体に関す る照会があった際には､別紙に

より当団体の概要の紹介 も併せて希望 します｡

tj

[行政事務処理欄]

都道府県労働局 受理 年 月 +日 備考)

年 月 ~日 符介先

年 月. 日 紹介先

年 月 日 紹介先年 月 日 紹介先



~＼

別解 (様式第 1号別紙)

労働時間等設定改善援助事業実施団体となることを希望する旨を申し出た団体概要
1

団体の概要 団 体 名

所 在 地 (〒 ) 電葦 ( )

問 い合わせ先 担当者氏名
電話 ( )

驚立年月 日 大正昭和 毎 月 日
平成

団体 の 日的

直近において労働時間関係事菜 の実演の有無及び有の場合は､事索内容(育 . 無)

備 考



様式第 2号

労働時間等設定改善援助事業選定結果通知書

基発第 号

平成 年 月 日

厚生労働省 労働基準局長 印

労 働 局 長 殿

労働時間等設定改善援助事業 につし.､て､下記の事業実施団体 と委託契約を締
結す るこ ととなったので通知す る｡

なお､本事業の適正な運営に1向けて事業実施団体及び中小企業集団に対 して

適切 な指導 をお廉いす る｡
■

記

1 事業実施団体について

名称

住所

代表者氏名

① 中小企業集団について

名称

住所

集団の種類

② 中小企業集団.について

名称

住所

集団の種類



様式第 3号
労 働 時 間 等 設 定 改 善 計 画

事業場の名称 事業の種類

所 在 地 . 〒 代表者蒋氏名
封答着港氏名 (息 )

労 働 者 数 草葉現 計 人(男 人 女 人) 企業全体 計 人

(労働時間等設定改善の現状) (汰)労働時間制度が異なる鳩舎には.最も連用労働者敦が多いものを記入してくださいd

1 あなたの事菜場では､現在､1為の所定労触時間は何時問ですか｡

なお､変形労働時間制を採用している場合には変形期間の週平均所定労働時間を記入してください｡

(汰)変形期間の遵平均所定労働時間-変形期間の所定労働時間×
変形期間の度日救

2 あなたの事業壕の現在の週休休日は.どのようになっていますか｡

ア 週休 1日制 イ 週休lEl単利 や 週休之EI制 エ その他

なお､やと回答された壌合 ( a 4過 5体 b 4週6体 C 4選7体 d 4渇 8体以上)

(汰) rその他Jは.交替制勤番等によって休日が遇を単位として定められていない堵合等が該当します｡

3 あなたの事業噂の本年(皮)の年間休日日数は､何日ですか｡ 日

(注)年間休日日数とは､r週休Elj及び r週休日以外の体Elj(国民の祝日､年末年始､夏季等の休日)の合計日数をいいます｡

4 あなたの事案噂の昨年(皮)1年間の労働者 1人平均の年次有給休暇の取得日数及び取得率はどのくらいでしたか｡

(接趨日数を除 く ｡ ) 某取得幸三(取得日数÷付与日数)x10O% 取得日数

取得率

5 あなたの車乗噂の昨年(皮)の労働者1人当たりの1か月間の平均所定外労働時間は何時間でしたか｡

釣 %

6 あなたの事業場では､実施体制の整偉 く労働時間等設定改善委員会等の労使協諸機関の設置等)は行われていますか｡

ア 行っている イ ー部､.行われていない (行われていない措置は何ですか く )) や 行っていない

7 あなたの事案現では､労働者の抱える多様な事情及び薬事の態様に対応した労勘時間弟の設定を行っていますか｡

① 1箇月単位の変形労働時間制

㊨ 1年単位の変形労働時間制

③ 1岩間単位の非定型的変形労働時間制

④ フレックスタイム制

⑤ 専門乗務型我見労働制

⑥ 企画兼務型裁丑労働制

ア 導入しているア 導入しているア 導入している

ア 導入している

ア 導入している

ア 導入している

イ 導入を考えているイ 導入を考えている

イ 導入を考えている

イ 導入を考えている

イ 導入を考えている

イ 導入を考えている

8 あなたの事桑噂では､年次奄稔休職を取得しやすい環境の整備を行っていますか｡

① 計画的付与制度の導入 ア 導入している イ 導入を考えている

② 年次有稔休暇車板の作成 ア 作成している イ 作成を考えている

③ その他 ( ) ア 行っている イ 行うことを考えている

9 あなたの事藻場では､所定外労働削減のための整備を行っていますか｡

(》 ノー投薬デーの乗施 ア 束施している イ 美施を考えている

② 限度時間の設定 ア 設定している イ 設定を考えている

③ その他 ( ) ア 行っている イ 行うことを考えている

10 あなたの孝養噂では.労働時間の管理の適正化を行っていますか (具体的な措置内容)｡

ア 行っている (内容 ) イ 行う予定がある (内容

11 あなたの事案場には､ワークシェアリング.在宅勤務等の着用を行っていますか｡

① ワークシェアリング ア 導入している イ 導入を考えている

② 在宅勤務制度 ア 活用している イ 活用を考えている

12 あなたの事藻場では､次の労働者について何らかの措置を講じていますか｡

① 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者

ア 講じている

② 子の養育又は家族の介護を行う労働者 ア '講じている

③ 妊娠中及び出産後の女性労働者 ア 講じている

④ 単身赴任者 ア 講じている

⑤ 自発的な冷菓能力開発を図る労働者 ア 講じている

⑥ 地域活動等を行う労働者 ア 講じている

ウ 導入は考えていない

や 導入は考えていない

り 導入は考えていない

や 導入は考えていないや 導入は考えていない

り 導入は考えていない

り 尊人は考えていない

り 作成は考えていない

り 行うことは考えていない

ウ 巣滝は考えていない

り 設定は考えていない

や 行うことは考えていない

) や 行う予定はない

り 導入は考えていない

や 活用は考えていない

-ヽ
ヽ
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様式第3号 (義)

(労働時間等設定改善計画)

1 労働時間等の設定の改善に取り組みたい事項 (取り組みたい事項を (アは現在､整備が行われていない場合には必修とし､一
カの中から必ず最低1つは選択 してくださいo)を0で組んでください｡)

ア 英施体制の整備 (労働時間等設定改善委員会等の労使協議繊閑の設置等)

イ 労働者の抱える多様な事情及び葉音の態様に対応した労働時間等の設定

① 1箇月単位の変形労働時間制の導入

② 1年単位の変形労働時間制の導入

③ 1週間単位の非定型的変形労働時間制の導入

④ フレックスタイム制の導入

⑥ 専門業薄型裁量労働制の導入

⑥ 企画業務型裁孟労働制の導入

や 年次有姶休職を取得しやすい環境の整備

① 計画的付与制度の導入

② 年次有給休暇台帳の伸成

③ その他 (

エ 所定外労働削減

① ノー残業デーの美施

② 限度時間の設定

③ その他 (

オ 労働時間の管理の適正化の整備

･カ ワークシェアリング､在宅勤務等の活用

① ワークシェアリングの導入

② 在宅勤務制度の活由

キ 次の労働者について何らかの措置を講 じた

① 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者

② 子の養育又は家族の介護を行う労働者

③ 妊娠中及び出産後の女性労働者

④ 単身赴任者

⑤ 自発的な職業能力開発を図る労働者

⑥ 地域活動等を行う労働者

(労働時間等の設定の改善についてのご意見等)

1 あなたの事業場が今後､労働時間等の設定の改善を行う場合､間濁点はどこにあると患いますか｡
(

2 その他､労働時間等の設定の改善についてのご意見がありましたらご記入
(

3 委託 している社会保険労務士の有無( ア 有 イ 無 )



様式第4号

労 働 時 間 等 設 定 改 善 実 施 結 果 報 告

事 案 壕 の 名 称 .事 菜 の 種 類

代表者聯氏名 回答者織氏名 (也 )

1 労働時間等の設定の改善の現状 (注)労働時間制度が異なる場合には.最も適用労働者数が多いものを記入してください｡

① 1丑の所定労働時間等(変形労働時間制を採用している場合には変形期間の週平均所定労働時間)

過去 1･年 (皮)

(汰)変形期間の週平均所定労働時間-変形期間の所定労触時間x

前々年 (皮)

変形期間の度日敦

② 年間休日数 過去 1年 (皮) 週休日数 日

前々年 (皮) 週休日数 日

③ 年次有給休暇の取得日数 過去 1年 く度) 日
(辛 (皮)1人平均 ･撮越日数を除 く｡)

年次有絵休職の取得率. 過去 1年 (皮) %
(年 (皮)1人平均)

④ 所定外労働時間の剤減 過去 1年 (皮)

(1カ月1人平均で取入 してくださいd)

+ 遺体以外の休日 日
計 日

+ 遺体以外の休日 日

計l 日
前々年 (度) 日

前々年 (皮) %前々年 (皮)

2 労働時間等の設定の改善の取組慾果 (取組みを行った項目を0で田んでくださいQ)

ア 乗施体制の整備 (労働時間等設定改善妻員会等の労使協議後閑の設置等) (措置内容 )

イ 労軸者の抱える多様な事構及び某事の態様に対応した労軸時間等の設定

Q) 1箇月単位の変形労働時間制の導入

② 1年単位の変形労働時間制の導入

③ 1週間単位の非定型的変形労働時間制の導入

㊥ フレックスタイム制の導入

⑨ 専門業春型裁宜労働制の導入

⑥ 企画案巻型裁丑労働制の導入

中 年次有粒体職を取得 しやすい環境の整備

① 計画的付与制度の導入

② 年次有斡休職台韓の作成

ー③ その他 (

エ 所定外労働翻漉

Q) ノー茶菓デーの実施

② 限度時間の設定

③ その他 (

オ 労働時間の層 理の適正化の整備 (措置内容

カ ワークシェアリング_在宅勤巷等の活用

① ワークシェアリングの導入

② 在宅勤務制度の活用

キ 次の労働者について何らかの措置を講じた

① 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者 (措置内容

② 子の養育又は家族の介護を希う労触者 (措置内容

③ 妊娠中及び出産後の女性労働者 (措置内容

④ 単身赴任着 く捨置内容

⑥ 自発的な職業能力開発を回る労働者 (措置内容

⑥ 地域活動等を行う労働者 (措置内容

))))))

裏面へ挽 く



様式第4号 (慕) し

3 労働時間等の設定の改善を図る上での開選点等を記入してくださいB



様式第 5号

労働時間等設定改善援助事業実施結果報告書

平成 年 月 日

労働時間設定改善ア ドバイザー

氏名

氏名

氏名

事業実施団体名

代表者職氏名 殿

下記 の中小企業集団に対す る労働 時間等設定改善援助事業 を終了 しました
ので､実施結果 を別紙 (様式第 5号の 2)の とお り報告いた します｡

記

中小企業集 団名

C



別紙 (様式第 5の 2号)

1 事業実施体制

(1)労働 時間設定改善ア ドバイザーについて

ア 人数

イ 活動 日数

(2)協力員 の配置の有無 (有の場合 は活動 日数) について

ア 事業実施団体

イ 中小企業集団

有 ･ .無 (

有 ･ 無 (

2 事業内容 について

(1)現状調査及び実施計画 の作成 (様式第 3号)

(2)実施結果報告の作成 (様式第 4号)I

(3)会議等の開催について

延

人 延

人 建一

実 施 ●内 容､ 時 期 嘩 ー要 出席事業場数

月 日

iヽIヽ 月 日

月 日



(4)個別事業場について

ア 延べ訪問事業数

イ 延べ訪問 日数

3 事業成果

(1)労働時間等設定改善援助事業の対象 となった事業場数

ア 構成事業場数

イ 実施結果報告 (様式第4号)提出事業場数

延 事業場

延

(2)事業開始前と終了後の推移 ((2)～.(9)は､実施結果報告 (様式第4号)提出事
業場のうちで取組を行った事業場について記載してください｡)

事業開始前 事業開始後 強 準

週所定労働時間 (平均) 時間 .分 時間 .分 時間 .分

.年間休 日数 (平均) 日 日 日

年休取得 日数 (平均) 日 日 ･ 日

年休取篠率 (平均) % % %

(3)実施体制の整備 (労働時間等設定改善委員会を始めとす る労使協議機関
の設置等) を行った事業場

(4)労働者 の抱 える多様な事情及び業務の態様に対応 した労働時間等の設定

を行 った専業場



(内訳)

1億月単位わ変形労働時間制の導入. 事業場

1年単位の変形労働時間制の導入 事業場

1週間単位の非定型的変形労働時間制の導入 事琴場

フレックスタイム制の導入 事業場

.専門業務型裁量労働制の導入 事業場

･企画業務型裁量労働制の導入 事業場

(5)年次有給休暇を取得 しやすい環境の整備 を行 った事業場

計画的付与制度の導入 事業場

年次有給休暇台帳の作成 事業場

(6)所定外労働 の削減 を行った事業場

ノー残業デーの実施 事業場

限度時間の設定 事業場



(7)労働時間の管理の適正化 を行った事業場

(措置内容)

(8) ワークシェア リング､在宅勤務等の̀活用を行 った事業場

ワー クシェア リングの導入 事業場

(9)次 の労働者 について何 らかの措置を講 じた事業場

(内訳)

① 特に健康の保持に努 める必要が あると認 め られ る労働者

(措置 内容)

② 子 の養 育又は家族 の介護 を行 う労働者

(措置 内容)



③ 妊娠 中及び出産後 の女性労働者

(措置内容)

④ 単身赴任者

(措置内容)

⑤ 自発 的な職業能力開発 を図 る労働者

(措置内容)

⑥ 地域活動等を行 う労働者

(措置内容)



(10)事業における労働時間等の設定の改善の事例

4 事業 を推進す る上での問題点等



様式第 6号

労働時間設定改善ア ドバイザー活動 日韓

中小企業集 団名 :

労働時間設定改善ア ドバイザー

.氏名 印

精勤 日 守_成 年 月 .日 ( )

精勤内容

活動場所

旅費 交通手段金額 ( 円)
印



様式第 6号の 2

自 平成 年 月 日

至 平成 年 月 日

甲動月 清野数 テ ドバイザ一別活動 日数

月 日. 日 ･日 日

月 日. 日 日 日

月 日 日 日 日

■月 日 日 日 日

月 日 +日 ･日 日

月 . 日 日 日■ 日

月 日 日 日 日.月 日 日 日 日

月 日 日 日 El

月 日 日 日 日

月ー E卜 日 日 日

月 日 日 日 日

事業実施団体名.･代表者氏名

中小企業集団名

労働時間設定改善ア ドバイザー氏名



様式第 7号

協 力 員 活 動 日 証

中小企業集団名

協力員の氏名 印

精勤 戸 平成 年 月 日 ( )

･活動内容

活動場所

旅 費 交通手段 .金額 ( .円) 印印



様式第 7号 の 2

自 平成 年 月 日

至 平成 年 月 日

実施月 延べ活動 日数

月 日月 日

月 日

月 .白

月 日L

月 日

耳 日

･月 日

月 日月 日

月 自

月 日

計 日

事菓実施団体名 ･代表者氏名

中小企業集 団名

協力員氏名



別添 2

労働時間等設定改善推進助成金支給要領

労働者災害補償保険法施行規則 (昭和30年労働省令第22号)第 24条の規定によ

る労働時間等設定改善推進助成金 (以下 ｢推進助成金｣という｡)は､この要領により

支給するものとする｡

第 1 趣旨

中小企業事業主の団体又はその連合団体 (以下 ｢事業主団体等｣という｡)が､

その構成事業主の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善が図られるよう､当該

構成事業主に対する相談､指導その他の援助を団体と-Lて行った場合に､そめ実施

した事業の内容に応じて助成金を支給することにより､中小企業における労働時間

等の設定の改善の推進を図るものである｡

さらに､他の年齢層と比較して実労働時間が長く､出産及び育児等の子育てを担

う世代である25歳から39歳までの労働者の労働時間等の設定の改善に重点的に

取り組む中小企業事業主の団体又はその連合団体に対して追加して助成を行うこと

により､中小企業における25歳から39歳までの労働者の所定外労働の削減､年

次有給休暇の取得促進等の労働時間等の設定の改善の推進を重点的に図るものであ

る｡

第 2 支給の対象等

1 事業主団体等の要件

推進助成金の支給対象は､次のいずれにも該当する事業主団体等とする｡

(1)構成事業主の加入対象地域が都道府県又はこれに準ずる区域であることD

(2)労災保険の適用事業主であり､かつ､次のいずれかに該当する事業主の占める

割合が､構成事業主全体の2分の1以上であること｡

ア 資本金又は出資の総額が3億円 (小売業又はサービス業を主たる事業とする

事業主については5,000万円､卸売業を主たる事業とする事業主について

は1億円)を超えない事業主

イ 常時雇用する労働者の数が300人 (小売業を主たる事業とする事業主につ

い七は50人､卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については1

00人)を超えない事業主

(3)団体の月的､組織及び事業内容を明らかにする規約等を有しており､かつ､事

務処理体制が整備されているものであること｡



(4)過去の事業活動状況､財政能力からみて､傘下の事業場における労働時間等の

設定の改善に向けた気運の醸成､傘下の事業場に対する啓発等の事業を効果的か

Jj適正に実施できるものであることo

(5)上乗せ助成については､25歳から39歳までの労働者が傘下の事業場に相当

数勤務することが見込まれ､過去の事業活動状況､財政能力からみて､傘下の事

業場における25歳から39歳までの労働者に対する労働時間等の設定の改善に

向けた気運の醸成､啓発等の事業を効果的かつ適正に実施できるものであること｡

～
2 構成事業主の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善に向けた取組事項

構成事業主の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善に向けた取組事項 (以下

｢取組事項｣というo)については､労働時間等設定改善指針 (車成 18年厚生労

働省告示第19ケ号)(以下 ｢指針｣ というO)に定められた次は掲げるものとす

る｡

(1)必須のも'の

次のアからカのうち､アについては､必ず取り組まなければならないものと

し､さらに､イからカのうち､いずれか1つ以上について取 り組まなければな

らないものとするO

ア 実施体制の整備 (労働時間等設定改善委員会を始めとする労使協議機関の

設置等)

イ 労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応 した労働時間等の設定

り 年次有給休暇を取得しやすい環境の整備

工 所定外労働の削減

オ 労働時間の管理の適正化

カ ワークシェアリング､在宅勤務等の活用

(2)必 要に応じて (1)に加え取り組むことが可能なもの

指針の2の く2)の ｢特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべ

き措置｣のイからトに定められた措置

(3)上乗せ助成を受けるために必要なもの

(1)のうちア､.ク､このすべてに取り組んだ上で､次のアからりについて

取り組むこととし､ア､イについては､必ず取り組まなければならないものと

する｡

ア 25歳から39歳までの労働者が年次有給休暇を取得しやすい環境の整備

イ 25歳から39歳までの労働者の所定外労働の削減

ウ 指針の2の く2)の ｢特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ず



べき措置｣ のうち､次に掲げる措置

① 子の養育又は家族の介護を行 う労働者に係る措置

② 妊娠中及び出産後の女性労働者に係る措置

3 支給の対象事業等

(1)事業主団体等が行 う事業

推進助成金の対象となる事業は､2に掲げた取組事項を推進するために､事業

主団体等が自主的に行 う次に掲げる事業 (以下 ｢推進事業｣という｡)とするo

ア 方針策定等の事業 tiJ

次のイからキの事業を推進するに当たって､団体として2の取組事項のうち､

いずれの事項に重点を置いて推進事業を行 うか等の方針を策定し､その後のフ

ォローを行 う等の事業 `

なお､この事業において策定する方針における推進事業の重点とする取組事

項については､以下の (ア)から (カ)に示す 丁目安｣ の達成に向けた庵 と

すること｡ただし､推進事業実施後の傘下の事業場における労働時間等の設定

の改善状況が､当該 ｢目安｣ に達しない場合であっても､推進事業が適正に実

施されたと認められる場合には､国は推進助成金を支給する｡

｢目安｣

(ア)｢実施体制の整備｣については､必褒事項であり､傘下の全事業場にお

いて整備を行 うこと

(イ)｢労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応 した労働時間等の設

定｣については､傘下の全事業場において業務の舞態について調査を行い､

当該調査結果及び労働者の抱える多様な事情に応 じて､変形労働時間制等

の活用について検討すること

(ウ)｢年次有給休暇を取得 しやすい環境の整備｣については､･傘下の事業場

全体の年次有給休暇の平均取得率をおおむね2%以上上昇させること

(ェ)｢所定外労働の削減｣については､傘下の事業場全体の平均所定外労働

時間数をおおむね 10%以上削減させること

(オ)｢労働時間の管理の適正化｣については､傘下の全事業場において､労

働時間管塵の現状把握､適正化を行った上で､業務運用の検証を行 うこt'

(カ)｢ワークシェアリング､在宅勤務等の活用｣ については､傘下の事業堤

全体のおおむね2%以上が､ワークシェアリング､在宅勤務等について､

新たに何 らかの整備を実施すること

イ 好事例の収集､普及啓発の事業



労働時間等の設定の改善に向けて､傘下の事業場における現状や意識等を調

査 ･把握する､好事例の収集のためのアンケー ト調査､ヒアリング調査等を実

施し､その結果を傘下の事業場に周知するための好事例集等を傘下の事業場に

配布する等の事業

ウ セミナーの開催の事業

傘下の事業場における労働時間等の設定の改善に向けた気運の醸成のための

セミナーの開催の事業

工 巡回指導等の事業

傘下の事業場において労働時間等の設定の改善を行 う際に生じる労務管理上

の諸問題の改善を図るための指導､相談等の事業

オ ポスター ･リーフレット等の作成､配布等の事業

ポスター ･リーフレット等を作成しここれらを傘下の事業場等に配布するこ

とによって､労働時間等の設定の改善に向けた取組を広く周知する事業

力 労働時間等の設定の改善に向けた環境整備の事業

･取引先等-の労働時間等の設定の改善についての理解と協力を要請するため

の連絡会議の開催､そのための資料の作成等を行う事業

キ その他必要と認められる事業

団体規模別上限額の範囲内では事業主団体等が予定している事業を実施し得

ず､当該事業を実施することが､必要と認められる事業

(2)上乗せ助成の対象事業

上乗せ助成の対象となる事業は次に掲げる事業 (以下 ｢上乗せ事業｣という｡)

とする｡

ア 設定改善プランの策定に向けた懇談会め設置等の事業

25歳から39歳までの労働者の労働時間等の設定の改善を促進するため､

設定改善プランの策定のた.めの懇談会を設置し､団体として2の く3)の取組

事項のうち､いずれの事項に重点を置いて事業を行うか等の方針を策定し､現

状及び問題点の把握をした上で､労働時間等の設定の改善を促進するための設

定改善プランの策定を行 う等の事業

●なお､この事業において舞定する方針における推進事業の重点とする取組事

項については､以下の (ア)から (ウ)に示す ｢目安｣の達成に向けた内容と

すること｡ただし､推進事業実施後の傘下の事業場における労働時間等の設定

の改善状況が､当該 ｢目安｣ に達しない場合であっても､推進事業が適正に実

施されたと認められる場合には､国は推進助成金を支給する｡㌔
｢目安｣



(ア)｢年次有給休暇を取得しやすい環境の整備｣ については､傘下の事業場

の25歳から39歳までの労働者の年次有給休暇の平均取得率をおおむね

2%以上上昇させること｡

(イ)｢所定外労働の削顔 ｣ については､傘下の事業場の25歳から39歳ま

での労働者の平均所定外労働時間数をおおむね10%以上削減させるこ

とQ

(ケ)｢子の養育又は家族の介護を行う労働者に係る措置｣､｢妊娠中及び出産

後の女性労働者に係る措置｣については､労働基準法､育児休業法､介護

休業法等の法令で定められた事項を上回る措置を詳ずること｡

イ 現状及び問題点の把握の事業

25歳から39歳までの労働者の労働時間等の設定の改善に向けて､傘下の

事業場における現状や問題点を把握するために専門家を帯同した訪問調査及び

個別指導を実施し､･その結果をアの懇談会等で活用し､設定改善プランの策定

のための基礎資料とする事業

ウ セミナーの開催の事業

傘下の事業場における25歳から39歳までの労働者の労働時間等の設定の

改善に向けた気運の醸成のためのセミナーの開催の事業

エ ポスター ･リーフレット等の作成､配布等の事業

ポスター ･リーフレット等を作成し､これらを傘下の事業場等に配布するこ

とによって､25歳から39歳までの労働者の労働時間等の設定の改善に向け

た取組を広く周知する事業

･(3)推進事業の実施捧制の整備

(1)及び (2)の事業を円滑に実施するため､事業主団体等は.､推進事業の

実施に関し中心的役割を担う者 (以下 ｢労働時間設定改善推進員｣ という｡)を

配置することが望ましいものとする｡

4 推進事業の実施

推進助成金の支給を受けようとする事業主団体等は､推進事業の実施に当たり､

重点とする取組事項､実施する事業の種叛､実施内容､時期､回数等を記載した計

画 (以下 ｢事業実施計画 ｣ というO)を作成しなければならない｡

なお､推進事業のうち､3の (1)のア､イ及びエの事業は､必ず実施しなけれ

ばならない｡

また､上乗せ助成を受けようとする場合については､3の (2)のア及びイの事

業は､必ず実施しなければなちないO



5 支給対象団体数

推進助成金は､国の予算の範囲内で支給するものであるOしたがって､支給対象

団体数は､国の予算額により制約されるものであること｡

第3 推逸助成金の支給

1 支給対象期間

一事業主団体等に対する推准助成金の支給対象期間は､一事業年度とする｡

.この場合の事業年度とは､4月 1日から翌年 3月末日までとする｡

また､1回に限り､再度継続して同一事業主団体等に対して推進助成金を支給す

ることができるものとする｡

2 支給額

(1)推進助成金 (上乗せ助成を除く｡)

事業主団体等が事業実施の承琴を受けた日以降に要した費用で､次のア及びイ

に示すものとする｡

ただし､当該費用の額が500万円を超える場合の支給額は､500万円とす

るOまた､当該費用の額に100円未満の端数が生じる場合､その端数を切り捨

てた額を支給額とする｡

なお､事業実施計画作成のための第2の3の (1)のアの方針策定等の事業に係

る調査､会議等で､支給対象年度の4月1日以降に実施したものに要した費用の額

については､事業主団体等が事業実施の承認を受ける日より以前のものであっても､

支給額の算定対象としてよいB

ア 推進事業に要した費用

推進事業の事業ごとに､事業の実施に要した費用の合計額を別表に定める ｢団

体規模別上限額 (その1)｣を超えない範囲で支給するものとする｡

ただし､推進事業のうち第 2の3の (1)のィ､ク､エ､オの事業について

は､､支払期ごと'の事業の実施件数等が事業実施計画に記載 された実施件数等の

2分の1未満であった場合には､当該事業は実施されなかったものとみなして､

その事業実施に要した費用は上記合計額には算入しないO

イ 労働時間設定改善推進員配置費用

労働時間設定改善推進員を配置した場合には､その配置に要した額をアの内額

として支給する｡

ただし､その額が150万円を上回る場合は､ 150万円とする｡したがっ



て､この場合の推進助成金の支給額の算定対象は､アの合計額から労働時間設

定改善推進員の革置に要した額を差し引いたものに､150万円を加算した額

となるO

(2)上乗せ助成の支給額

事業主団体等が事業実施の承認を受けた日以降に要した費用で､次のア及び矛

に示すものとするO

ただし､当顔費用の額が300万円を超える場合の支給額は､30◆0万円とす

るOまた､当該費用の額に10.0円未満の端数が生じる場合､その端数を切り捨

てた額を支給額どする｡

なお､事業実施計画作成のための廃2の3の (2)のアの設定改善プランの策

定に向けた懇談会の設置等の事集に係る調査､会議等で､支給対象年度の4月1

日以降に実施したものに要した費用については､事業主団体等が事業実施の承認

を受ける日より以前のものであっても､支給額の算定対象としてよい｡

ア 上乗せ事業に要した費用

上乗せ事業の事業ごとに､事業の実施に要した費用の合計額 (上乗せ算定額)

を別表に定める ｢団体規模別上限額 (その2)｣を超えない範囲で支給するもの

とする｡

･ただし､上乗せ事業のうち第2の3の (2)のィ､ク､エの事業については､

支払期ごとの事業の実施件数等が事業実施計画に記載された実施件数等の2分

の1未満であった場合には､当該事業は実施されなかったものとみなして､そ

の事業実施に要した費用は上記合計額には算入しないO

イ 労働時間設定改善推進員配置費用

労働時間設定攻善推進員を蘭置した場合には､その配置に要した額をアの内額

として支給する｡

ただし､その額が90万円を上回る場合は､90万円とする｡したがって､

この場合の上乗せ助成の支給額の算定対象は､アの合計額から労働時間設定改

善推進員の配置に要した額を差し引いたものに､90万円を加算した額となる0

第4 支給手続

1 事業実施の承認等

(1)事業実施承認の申請

ア 事業実施承認申請書の提出

推進助成金の支給対象となることを希望する事業主団体等は､｢労働時間等

設定改善推進事業実施承認申請書｣(様式第 1号o以下 ｢承認申請書｣というO)



を､当該団体等の主たる事務所の所在地を所轄する都道府県労働局長 (以下｢都

道府県労働局長｣という｡)を経由して､厚生労働大臣に提出することO

イ 添付書類

承琴申請書には､次の書類を添付すること｡

(ア)団体の構成員名簿等 (構成員ごとの業種､資本金又は出資の総額及び常時

使用する労働者数が明らかなもの)

(イ)定款､会則等

(ウ)｢労働時間等設定改善推進事業実施計画｣(様式第 2号)

(エ)｢労働時間等設定改善推進事業実施計画 [実施事業ごとの詳細]｣(様式第

2号 (別紙)) .

(オ)その他都道府県労働局長が必要と認める書類

ウ 申請期間

上記ア及びイの書類 (以下 ｢承認申請書等｣ というO)の厚生労廟大臣-の

提出期間は､支給対象事業年度の4月末日までとする｡

ただし､申請団体数が､4月末日以前に支給団体数の上限に適した又は当該

上限を上回る等の事由がある場合には､厚生労働大臣は､承認申請書等の受付

期限及び事業実施の承認審査対象について調整を行 うことができるものとす

る｡

(2)事業実施承認の審査及び決定

ア 都道府県労働局長は､事業主団体等から提出された承認申請書等に不噂がな

いか点検し､不備がないと革めた場合は､これを受理するものとする｡

イ 都道府県労働局長は､承認申請書等について次の事項に係る審査を行い､厚

生労働大臣に提出するものとするO

(ア)承認申請書等の内容が､第2の1に定める要件に該当していること｡

ウ 厚生労働大臣は､申請の内容を審査の上､適当であると認めた場合は､事巣

実施承認の決定を行い､｢労働時間等設定改善推進事業実施承認通知書｣(様

式第 3号)により､また､申請の内容が適当でないと認めた場合は､事業実施

不承認の決定を行い､｢労働時間等設定改善推進事業実施不承認通知書｣(様

式第4号)により､当該事業主団体等に対して通知する｡

土 事業実施の承認を受けた事業主団体等は､推進事業の実施及び労働時間設定∩
改善推進員の配置に要した費用 (以下 ｢推進事業の実施等に要した費用｣とい

う｡)の支出の状況を明らか疫するため､当該事業主団体等の一般の事業経餐

の会計とは区分して特別の会計整理を行う､とともに､推進事業の実施等に要し

た費用の支出に関する証拠書類を推進助成金支給申請の際に添付すること｡さ



らに､当該事業主団体等は､当該証拠書類の控えを推進助成金の支給を受けた.

日の属する年度から起算して5年間整理保管すること｡

2 推進助成金の支給等

(1)支給の申請

ア 推進助成金の支給を申請する事業主団体等は､事業実施の承認を受けた日か

ら9月末日までの間に実施した推進事業等に関する推進助成金の支給申請につ

いては､当該事業年度の10月1日から同月末日までの間に､10月1日から

3月末日までの間に実施した推進事業等に関する推進助成金の支給申請につい

ては､当該事業年度の終了した後の最初の4月1日から同月末日までの間に､

｢労働時間等設定改善推進助成金支給申請書｣(様式第 5号｡以下 ｢支給申請

書｣という｡)を､都道府県労働局長を経由 して､厚生労働大臣に提出するこ

と｡

イ 支給申請書には､次の書類を添付することO

なお､(ェ)については､最終の支給申請時に提出するものである｡

(ア)｢労働時間等設定改善推進助成金支給申請書｣(様式第 5号一統紙-)

(イ)｢労働時間等設定改善推進事業実施状況報告書 [実施事業ごとの詳細]｣

(様式第6号)

(ウ)｢労働時間設定改善推進員活動日誌｣(様式第6号 (別紙))

(ェ)｢労働時間等設定改善推進事業実施結果報告書｣(様式第 7号)

(オ)その他推進事業の実施等に要した費用の支出に関する証拠書類

(2)支給の審査及び決定

ア 都道府県労働局長は､支給申請書及び添付書類 (以下 ｢支給申請書等1とい

う｡)･に不備がないか点検し､不備がないと認めた場合は､これを受理するも

のとする｡

イ 都道府県労働局長は､支給申請書等について厚生労働大臣に提出するものと

する｡

ウ 厚生労働大臣は､申請の内容を審査の上､適当であると認めた場合は､支給

の決定を行い､｢労働時間等設定改善推進助成金支給欽定通知書｣(様式第8

号)により､また､申請の内容が適当でないと認めた場合は､不支給の決定を

行い､｢労働時間等設定改善推進助成傘不支給決定通知書｣(様式第 9号)に

より､事業主団体等に通知する｡

(3)支給の方法

推進助成金の支給は､厚生労働大臣が､支給決定額を支給申請書に記載された



金融機関の口座に振り込むことによって行 うものとするO

第 5 関係書類の提示及び監査

厚生労働大臣は､推進助成金の支給事務の適正な運営を確保するために必要と認

めるときは､所属の職員に､推進事業実施事業主団体等に対して､関係書類の提示

を求めさせ､又は監査させることができる0

第 6 不正受給による返還等

1 厚生労働大臣は､事業主団体等が偽 りその他の不正の行為により推進助成金の支

給を受けた場合には､支給した推進助成金の全部又は一部を直ちに返還させるQ

2 厚生労働大臣は､返還の決定をしたときは､｢労働時間等設定改善推進助成金返

還決定通知書｣(様式第10号)により当該事業主団体等に通知する｡

第 7 調整

事業主団体等が､同一年度に､同一の措置内容に対して国又は地方公共団体から

の他の補助金 (間接補助金を含む｡)の交付を受けている場合には､推進助成金の

支給を受けることはできないものとする｡

また､労働時間等設定改善援助事業の事業実施団体及び中小企業集団は､同一年

度に推進助成金の支給を受けることはできないものとする｡

附則 この要領は､平成 18年4月 1日から施行する｡

改正 平成 19年4月2日一部改正



(別表)◆団体規模別上限額表 (その1)

(単位 :千円)

事業の内容 団体規模 (構成事業主数)別上限額大規模 中規模 小規模

ア 方針策定等の事業･全体会議等の開催(1回当たり) 500 300 200

イ 好事例の収集､普及啓発の事業･実態繭査･(集計 .資料作成等を含む○) 2,000 1,500 1,000

ウ セミナーの開催の事業(1回.当たり). 1,000 800 500

エ 巡回指導等の事業① 全体説明会(1~回当たり)② ◆巡回形式個別指導(全体).③ 相談会形式個別指導 .(1回当たり)1 500 300. 200

500 300 200.

オ ポスター .リークレツ-ト等の作成 .配布毎の事業 2,000 lL500 ･1,000

カ 労働時間等の設定の改善に向けた環境整備の事業･取引先等との連絡会議(1回当たり) 500 300 200

キ その他必要 と認められる 必要と認められる額



(別表)団体規模別上限額表 (その2)

(単位 :千円)

事業の内容 団体規模 (構成事業主数)別上限額 p大規準 中規模 小規模

･(100人以上) (30-99人) (29人以下)

ア 設定改善プランの策定に向けた懇談会の設置等の事莱･懇談会等の開催(1回当たり) 500 300 200

イ 現状及び問題点の由握の事業･訪問調査及び個別指導(全体) 2,500 2,000 1,500

ウ セミナーの開催の専業(1回当たり) 800 5'00 300



様式第 1号

厚 生 労 働 大 臣

( 労働局長経由)

労働時間等設定改善推進事業実施承藩申請書

平成 年 月 日

殿

団体の名称
代表者職氏名 職名

氏名

労働時間等設定改善推進事業の実施について東課を受けたいので申請 します｡

所 在 地
(〒 - ) i

電話 ( )

設立年月 日

定款､会則等

年 月 日

別添のとおり

事務局職員数

前年度の事業規模

人 (うち専属職員 人 )

事業主 (別添のとおり)
次表のア又はイのいずれか一方の要件を満たす事業主の数をそれぞれ記入 してください｡

構成事業主数
要件ア :資本金又は出資 .イ :常時常用する労 事 業 主 数業種 の給額 .働者の数

① 下記以外の産業 3億円以下 300人以下 ( )

③ サービス業. 5千万円以下. -100人以下 ( )

前 年 度 の

活 動 内 容

2 他の助成金の受給､

申請の有無 芸 ･- 助成金の綿 〔 〕

3 重点 とす る取組事項の概要

※ 実施しようとする取組事項を○で囲むこと｡また､取組事項ごとに､重点対象とする事項の記号を○で囲むこと｡

(アは必須､イ～カの中から1つ以上選択)

ア 実施体制の整備

(労働時間等既定改替重点金融まじめとする労使協放牧閑の設底等)

イ 労働者の抱える多様な事情及び業務の態様
に対応 した労働時間等の設定

ウ 年次有給休暇を取得しやすい環境の整備

エ 所定外労働の削減

オ 労働時間の管理の適正化

カ ワークシェアリング､在宅勤務等の活用

キ その他 (ア～カに加えて取り組むもの)

労働時間等設定改替指針の2の(2)の r特に配慮を必要
とする労働者について事業主が簸ずべき措置Jのイから
トに定められた措置

(具体的事項 : )

ア 25歳から39歳までの労働者に係る

年次有給休暇を取得しやすい環境の整備

イ 25歳から39歳までの労働者に係る
所定外労働の削減

ウ 特に配慮を必要とする労働者について
事業主が辞ずべき措置

子の養育又は家族の介護を行う労働者に係る措置
妊娠中及び出産後の女性労働者に係る措置

申請書類作威者職氏名
職名

氏名 印 電話 ( )

(注)申請書類作成者職氏名の欄は､氏名を記載して押印することに代えて､署名することができます｡



様式第 2号

労働時間等設定改善推進事業実施計画

平成 年 月 日

事業の種類〔警 ㌘ 警 孟宗芸晋んでぐださい弓 計画件数 計 画 額 実 施 予 定.期 間 ,

敬級 ア 方針策定等の事業 ".'.㌔.I"'H.声韓._.,.粁会ヨ① 円 年 月 ～ 年 月

イ 好事例の収集､普及啓発の事業 ]件 i② 円 年 月 ～ 年 一月

ウ セミナーの開催の事業 回 -匝 円 年 月 ～ ′年 月

エ 巡回指導等の事欝 回 ④ 円I 年 月 ～ 年 月

オ ポスター.リーフレット等の作成､配布等の事業 部 匝 円 年 月 ～ 年 月

カ 労働時間等の設定の改葬に向けた環境整備の事業 .:;:.:.'.-:::I:Y:.:.'/'.-.I.,.,IIl⑥ 円 年 月 ～ 年 月

事項① キ その他必要と.静められる寄集 由 円 年 月 ～ 年 月

事業費計 ((D～⑦の合計) --ン.⑧ 円 鮮;:it;:::I,I-ー'､､-'-'●'.--"■

労働時間琴定改善推進員の費用(計算額は､⑧の内額を記入してください○) 日̀竃⑨ 円il -...㌔

計画額計 ④ 円･:.̀-.-◆●→一一.I-..';..一一..一一.一.:●一:HL-4.A.4-'こ.I:◆...I...A.--.":.'.:.I-./●■●●◆●● ･~.:-■. ■●■◆●■←

L〔至芸警震音筍@Rly@T.nl幣 琵霊蒜額､⑨の額が150万円竺〕

事業の種類〔苧警 裏芸基芸富で軌 でください弓 計画件数 計 画 額 実 施 予 定 期 間

敬級 ア 設定改善プランわ策定に向けた懇就会の牧狂等の事業 ① 円 年 月 ～ 年 月

イ 現状及び問題点の把握の事業 回 ② 円 年 月 ～ 年 月

ウ セミナーの開催の事業 回 ③ 円 年 月 ～ 年 月

エ ポスター.リーフレット等の作成､配布等の草葉 部 妻④ 円■ ･年 月 ～I年 月

寄集費計 (①～④の合計) 匝 円 I:.､J.

辛項② 労働時間設定改善推進農の費用(計算額は､⑤の内額を記入してくださいo) ★ 日 I暑⑥ 円!ll ∫,●ヽ.～,◆●■-

･:.:1､;三一一':●::I.ほ､◆.::I▼..◆■一●●

計画額計 ⑧ 円 -.'.:.,.･'ヽ■::-:.∫..∴∴ ●◆■.I･●'..'ヽ'.I-.--.I.■●●■●●--..,;､.:.

〔雷冨警 蛋謁 讐益‡譜 吉謁 の額,⑥の額が90年 竿上〕

(注)取組事項②を実施しない場合は､取組事項②の欄に斜線を引いてくださいD



様式第 2号 (別紙)

労働時間等設定改善推進事業実施計画
[実施事業ごとの詳細]

事業実施記号

平成 年 ●月 日

実 施 事 項 Ⅰ期 (4月～9月). Ⅱ期 (lb月～3月) 年間計画

件数等 …i 所要額 件数等 量 所要額I 件数等萱 所要額I

lII円 li 円l 円円円

I ･ 円 円I
I 円 円

円 円円

[労働時間設定改善推進員の費用コ(氏名) i 円 r) 円 円

(氏名) 円. 1円 邑 円r

小 計 円一 童 '円 I… 円

◆ 事業実施の必要性 .日的

(注) 1 事業実施記号の欄には､様式第2号の事業の種類 (取組事項①のア～キ､取組事項②のア～ウ)の記号を
記入すること｡

2 (労働時間設定改善推進員の費用)の ｢件数等｣欄には作業日数の合計を記入 してください｡



様式第3号

労働時間等設定改善推進事業実施承認通知書 ･

厚生労働省発基勤第 号
平成 年 月 日

磨

厚 生 労 働 大 臣 印

平成 年 月 日付けで申請のあった労働時間等設定改善推進助成金に係る支
給対象事業としての労働時間等設定改善推進事業実施の承認については､審査の結果､
下記により承認することとしたので､通知吋たしますo

1 承認番号

2 承認年月日

記

第 号

平成 年 月 日

3 助成金支給の対象となる期間 2の承認の日より平成 年 3月末日まで

〔苦曇誉童吾芦淳成の雷競 墓㌣望遠看護珂

<注意事項>

1 助成金の支給に関して必要と認め実施する調査又は報告に協力してください0

2 助成金の支給申請は､労働時間等設定改善推進助成金支給要領により行ってくだ
さい0

3 労働時間等設定改善推進事業のうち､取組事項①のイ ･ウ･エ ･オ及び取組事項
の②のイ ･ウ･エの事業については､実施した件数等が労働時間等設定改善推進事
業実施計画で計上された支払期ごとの件数等の2分の1に満たない場合､これらの
事業に係る助成金は支給されません｡

4 労働時間等設定改善推進事業の実施に要した費用の支出の状況を明らかにするた
め､団体の他の事業経費とは区分して特別の会計盤理を行 うとともに､労働時間等
設定改善推進事業の実施に要した経費の支出に関す､る-証拠書類の写しを助成金支給
申請の際に添付 してください｡また､当該証拠書類は助成金の支給を受けた日の属
する年度から5年間整理保管してくださいO



様式第4号

労働時間等設定改善推進事業実施不承認通知書

厚生労働省発基勤第 号
平成 年 ･月 日

殿

厚 生 労 働 大 臣 印

平成 年 月 日付けで申請のあった労働時間等設定改善推進助成金に係る支
給対象事業としての労働時間等設定改善推進事業実施q)承認については､審査の結果､
下記の理由により承認しないこととしたので､通知いたしますO

なお､この処分に不服がある場合には､この処分があったことを知った日の翌月から
起算して60日以内に異議申立てをすることができます (処分があった日から1年を経
過した場合を除きますo)｡

この処分に対する取消訴訟については､国を被告として (訴訟において国を代表する
者は法務大臣となりますO)､この処分があったことを知った日の翌 日から起算して6
箇月以内に提琴することができます (処分があった日から1年を経過 した場合を除きま
す｡)｡

ただし､処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に異議申立てを
した場合には､処分の取消訴訟は､その異議申立てに対する裁決の送達を受けた日の翌
日から起算 して6箇月以内に一提起しなければなりません (裁決があった日から1年を経
過した場合を除きます｡)｡

記

理由



横式第 5号

厚 生 労 働 大 臣
( 労働局長経由)

労働時間等設定改善推進助成金支給申請書

平成 年 月 日
殿

団体の名称

代表者職氏各 職名
氏名

労働時間等設定改善推進助成金の支給を受けたいので申請 します｡

1団体概質 1折 産 地 i(〒 )

III ･電話 (. )

永 常 番 号 ; 第 号 承認通知年月日 J平成 年 月 日

2労働時間等の-設症の改善に向汁た敬甲の初要.. ※ 選択 した事項の記号を○で囲むこと○ 具体的な取組内容 (選択 した事項のみ記入)

敬級辛項① ア 実施体制の豊億労働時間等翠定改蓉手鼻会を始めとする労使協議機関の設置等 ,. ri

イ 労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間等の設定

ウ 年次有給休準を取得しやすい環境の整備

エ 所定外労働の削減

オ 労働時間の管理の適正化

カ ワークシェアリング､在宅勤務等の活用

キ その他 ､労働時間等設定改善指針の2の (2)の ｢特に配慮を必要とする労働者について事業主が練ずべき措置｣のイからトに定められた措置(具体的事項 : .)

敬級事項② ア 25歳から39歳までの労働者に係る年次有給休暇を取得しやすい環境の整備

イ 2､も歳から39歳までの労働者に係る所定外労働の削減

ウ 噂に配慮を必要とする労働者について垂業主が諦ずべき措置 -

振込先銀行 口座 銀行 支店 (普通 .当座) 口座番号
口座名義人 (故人の場合は､法人名義のもの)

申請書類作成者職氏名 職名

(注) 1 申請審類作成者職氏名の欄は､氏名を記載して押印することに代えて､署名することができます｡



様式第 5号 一統統一

労働時間等設定改善推進助成金支給申請書

平成 年 月 日

事 業 の'種 類 計画件数…計 画 額 実施件画 実 施 費 用 申 請 額

敬級 ア 方針策定等の事業 群妻……;!i 円I 数 学輩弓 .円 円

イ 好事例の収集､普及啓発の事業 件! 'RI 頑 円l ※ 円

ウ セミナーの開催の事業 回… 円 回書 円 ※ 円

エ 巡回指導等の事業 回l 円 回書 円 ※ 円

オ ポスター.リーフレット等の作成､配布等の寄集 部蔓 円 部1 円 ※ 円

カ 労働時間等の設定の改拳に向けた環境′.整備の草葉 ◆▲■-◆■IIJ毒 円+ -甜 円 円

キ その他必要と欝められる事業 -.-.I.. 】 円I 円 円

事 業 費 小 計 ① 円 I.....-.㌔.I..- -.::-:.:.:..,- ② 円

事項(》 I…労働時間設定改葬推進員費用との調整 (㊨+⑤>150万円の場合臥 ②-150万円を超えた額) ③ 円労働時間設定改善推進員の衰用(事業費の内額を記入してください○) ･日 円 日i 円 ⑥ 円労働時間設定改革推進員費丹支給済額 ⑤ 円

労廟時間設定改善推進員③+④≦150万円の場合事③+④>150万円の蓉食事費用の上限額との調整ま､③の額ま､.150万円-◎の額 ⑥ 円...烹諜連繋...-.....;.㌔.-I......:.‥::...i-..I-...:..I..〟.. 助成金支給済額 ⑦ 円

事 業 の .種 類 計画件数…I計 画 額 実施件数l…実 施 費 用 申 請 額

取 ア 校定改善プランの米産に向けた聴熊会の投牡等の事業 :..:.:.藁i:i.i'.,i.;-;:鎚嘉麗! 円 円 円

イ 現状及び問題点の把握の事業 回 円 回1 円 ※ 円

ウ セミナーの開催の事業 I画 円 回! 円 ※ 円

エ ポスター.リーフレ.Jト等の作成､配布等の事業 画 円 部妻 円I ※ 円

事 菜 費 小 計 ① 円･:-.I..+I.:.一._. ‥ こ...●▼▲◆■●■ ② P3

級 …労働時間設定改蓉推進員費用との調整 (㊨+⑥>90万円の場合は､②-90万円を超えた額)I ③ 円

辛項② 労働時間設定改善推進員の費用(事業費の内額を麗人してください○) 日 冒 日… 円 ⑥ ､円

労働時間設定改善推進員費用支給済額 ⑤ 内

労働時間設定改善推進員費用の上限額との調整③+④≦90万円の場合は､③の額③+⑥>90万円の壊合は､90万円-⑥の額 ⑥ 円

I,....;..こ..●:.:-:.I.:‥.::..:.,....:.:...:..:...- 助成金支給済額 ⑦ 円

上乗せ助成に取り組んだ落合の申請額計 (㊨+⑧の嶺 ) ◎ 円

(注)取組事項②を実施しない場合は､取組事項③の欄に斜線を引いてくださいO



様式第6号

労働時間等設定改善推進事業実施状況報告書
[実施事業ごとの詳細]

平成 年 月 日

事業実施記号

(注) 1 事業実施記号の欄には､様式第2号の事業の種類 (取組事項①のア～キ､取組事項②のア～ウ)の記号
を記入すること｡

2 (労働時間設定改蓉推進員の費用)の ｢件数等｣欄には作美日数の合計を記入してください.



様式第6号 (別紙)

自 平成 年 月 日

至 ･平成 年 月 日

実施月 活動 日ー数

月月月月

計

団 体 名

事業実施確認者氏名

印



様式第6号 (別紙) 一続紙｢

労働時間設定改善推進員活動 日誌

活 動 項 目 活.動■内 容

･iII≡取萱刺雲量II‡全体会議等実態調査好事例轟 .報告 書 の 作 成セミナー全体説明会個別指導(巡回 ,相談会)ポスター等の作成蔓取引先連絡会議F'の埠 , 一

取■級事項②I■享懇談会等転 問調査 .個別指導f…芸三;二等の作成その他( )

※ 活動項目を○で囲むこと



様式第7号

労働時間等設定改善推進事業実施結果報告書

平成 年 月 日

厚 生 労 働 大 臣 殿
( 労働局長経由)

団体の名称
団体の代表者 職氏名 印

(氏名を記載し押印することに代えて､署名することができます｡)

労働時間等設定改善推進事業の取組の結果について､下記のとおり報告します｡

1 事業実施状況

(1)構成事業場数 事業場

(2)取組事項 (取組事項ごとに当てはまるものをすべて○で囲んでください｡)

- 取組事項(D -

ア 実施体制の整備 (労働時間等設定改善委員会を始めとする労使協静機関の設置等)

イ 労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間等の設定

り 年次有給休暇を取得しやすい環境の整備

工 所定外労働の削減

オ 労働時間の管理の適正化

カ ワークシェアリング､在宅勤務等の活用

キ その他の取組 (具体的事項 :

- 取組事項② -

ア 25歳から等9歳までの労働者に係る年次有給休暇を取得しやすい環境の整備
イ 25歳から39歳までの労働者に係る所定外労働の削減

ウ 子の養育又は家族の介護を行 う者､妊娠中及び出産後の女性労働者

(3) 25歳から39歳までの労働音数 (取組事項②を選択している場合) 人

取組美緒 (ミ襲択した胤阻事項について記入することn)

(1) 労働時間等設定改善委員会を始めとする労使協議機関の設置
(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第2項の規定による衛生委員会のみなしを含む)

事 業 開 始 時 事 業 終 了 時

(2) 労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間等の設症

具体的取組内容及び実演

(･ー



変形労働時間制度等の活用実績

内 訳 新規導入 見直し

1箇月単位の変形労働時間制の採用 事業場 事業場

1年単位の変形労働時間制の採用 耳恵 事業場

1週間単位の非定型的労働時間制の採用 事業場 事業場

フレックスタイム制の採用 事業場 事業場

専門業務型裁量労働制の採用 事業場 事業場

企画業務型裁量労働制の採用 事業場 事業場

(3)年次有給休暇を取得 しやすい琴境整備

事業実験 (事業場ごとの労働者 1人平均取得 日数及び取得率を取組事業場全体で平均したもの)
※ 取組事項②を実施 している場合､25歳から.39歳までの労働者に係る数値も記入することO

事 業 開 始 時 事 業 終 了 時 増 減

平均取得日薮､取得率 日 % 日 % 日 %

具体的取組内容

内 訳 事 業 終 了 時

計画的付与制度の採用 事業場

年次有給休暇台帳の作成 事業場

(4) 所定外労働の削減

事業実績 (事業場ごとの労働者 1人平均時間を取組事業場全体で平均 したもの)
※ 取組事項②を実施 している場合､25歳から39歳までの労働者に係る数値も記入することo

事 菜 開 始 時 事 業 終 了 時 増 城

1ケ月平均所定外労働時間数 時間 時間 時間



具体的取組内容

内 研 事 業 終 了 時

ノー残業デー､ノー残業ウイークの実施 (拡充) 事業場

(5) 労働時間の管理の適正化

具体的取組内容及び実績

(6) ワークシェアリング､在宅勤務等の活用

事業美顔

ワークシェアリング.在宅勤疲等について､新たに何らかの整備を実施した- %

具体的取組内容

内 訳 事 業 終 了 時

ワークシェアリングの実施 事業場

在宅勤務の採用 事業場



(

(7) その他の取組
○ 労働時間等設定改善指針の2の(2)の ｢特に配慮を必要とする労働者について事業主が詩ずべき措置｣の
イからトに定められた措置 I

内 訳 事 業.終 了 時

① ｢特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者｣に係る措置 事業場

(具体的内容)

② 序 の養育又は家族の介護を行う労働者｣に係る措置 事業場

(具体的内容I

③ ｢妊娠中及び出産後の女性労働者｣に係る措置 ー 事業場

(具体的内容)

④ ｢単身赴任者｣に係る捨置 事業場

(具体的内容)

⑤ ｢自発的な職業能力開発を図る労働者｣に係る措置 事革替

(具体的内容)

⑥ ｢地域活動等を行う労働者Jに係る措置 事業場

｢子の養育又は家族の介護を行 う労働者｣及び ｢妊娠中及び出産後の女性労働者｣に対 して許じた
法令を上回る措置

※ 取組事項②においてクを選択 した場合に記入すること｡



様式第8号

労働時間等設定改善推進助成金支給決定通知書

∫

厚生労働省発基勤第 号
平成 年 月 日

顔

厚 生 労 働 大 臣 印

平成 年 月 日付けで申請のあった労働時間等設定改善推進助成金について
は､審査の結果､下記のとおり支給することを決定したので､通知いたしますB

なお､この処分に不服がある場合には､この処分があったことを知った日の翌月から起
算して60日以内に異議申立てをすることができます (処分があった日から1年を経過し
た場合を除きますo)0

この処分に対する取消訴訟については､国を被告として (訴訟において国を代表する者
は法務大臣となります｡)､この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月
以内に提起することができます (処分があった日から1年を経過した場合を除きま'ん
すO)｡

ただし､処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをし
た場合には､処分の取消訴訟は､その異議申立てに対する裁決の送達を受けた日の翌日か
ら起算して6箇月以内に提起しなければなりません (裁決があった日から1年を経過した
場合を除きます｡)｡

1 支給決定額

2 支給決定年月日

記

円

平成 年 月 日

<注意事項>

1 助成金の支給に関して必要と藩め実施する調査又は報告に協力してくださいO

2 労働時蘭等設定改善推進事業の実施に要した経費の支出に歯する証拠書類は､本
年度から5年間整理碍管してください○

3 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた場合には､支給した助成金の



様式第9号

労働時間等設定改善推進助成金不支給決定通知書/

厚生労働省発基勤第 号
平成 年 . 月 日

磨

厚 生 労 働 大 臣 印

平成 年 月 日付けで支給申請のあった労働時間等設定改善推進助成金につ
いては､審査の結果､.下記の理由により支給しないことを決定したので､通知いたしま
すO

なお､この処分に不服がある場合には､この処分があったことを知った日の翌月から
起算して60日以内に異議申立てをすることができます (処分があった日から1年を経

過した場合卑除きますO)8
この処分に対する取消訴訟については､国を被毎として (訴訟において国を代表する

者は法務大臣となります｡)､この処分があったことを知った日の翌日から起算して6
箇月以内に提起することができます (処分があった日から1年を経過した場合を除きま
すO)0

ただし､処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に異議申立てを
した場合には､処分の取消訴訟は､その異議申立てに対する裁決の送達を受けた日の翌
日から起算して6箇月以内に提起しなければなりません (裁決があった日から1年を経
過した場合を除きますO)O

記

理由



様式第1P号

労働時間等設定改善推進助成金返還決定通知書

厚生労働省発基勤第 号
平成 年 月 日

殿

厚 生 労 働 大 臣 印

平成 年 月 日付けをもって､貴団体に対して支給した労働時間等設定改善推
進助成金については､下記により返還するよう通知いたします｡

なお､この処分に不服がある場合には､この処分があったことを知った日の翌月から起
算して60日以内に異議申立てをすることができます (処分があった日から1年を経過し
た場合を除きますQ)0

この処分に対する取消訴訟については､国を被告として (訴訟において国を代表する者
は法務大臣となりますO)､この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月
以内に提起することができます (処分があった日から1年を経過した場合を除きま
す｡)｡

ただし､処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをし
た場合には､処分の取消訴訟は､その異議申立てに対する裁決の送達を受けた日の翌日か
ら起算して 6箇月以内に提起しなければなりません (裁決があった日から1年を経過した
湊合を除きます｡)0

記

1 返還の理由

2 返還額

3 返還の期限

4 返還の方法

円

平成 年 月 日

別途交付する納入告知書に従い､上記2の金額

を国庫に納付すること



別添3

仕事と生活の調和キャンペーン実施要綱

1 趣旨

労働時間等の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和を推進するためには､労使は

もとより国民一般の理解と協力が不可欠であり､今後は効果的な広報啓発活動の一層の強

化を図っていくことが必要であるO

このため､労働時間等の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和に関する広報啓発

活動を ｢仕事と生活の調和キャンペーン｣として位置付け､積極的かつ多様な広報啓発活

動を実施することにより､社会的気運の醸成を図ることとする｡

2 内容

(1) 政府広報､広報誌等を通じての広報

(2) 各種ポスター､リーフレット等の作成及び掲示 ･配付

(3･) 各種調査の実施及び調査結果の公表

(4) シンポジウムの開催

,i(5) その他

3 実施時期

年間を通じて実施するものとするが､特に､ゴールデンウイーク､夏季及び11月の ｢ゆ

とり創造月間｣に向けて､又はこれらの時期に集中的に行 うものとする｡

4 実施方法

厚生労働省が実施するほか､民間団体等に委託して実施することができるものとする｡



別添4

仕事と生活の調和推進会議開催要綱

1 趣旨

労働時間等の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和を推進するに当たっては､単

に職場の労働条件の問題にとどまらず､人々の生活の在り方に密接にかかわる問題に取り

組むことを要することから､生活に密着したそれぞれの地域における理解と協力が不可欠

であり､また､各地域の産業､生活習慣､気候等の特性を踏まえた合意の形成が重要であ

る｡

このため､仕事と生活の調和推進会議 (以下 ｢推進会議｣という｡)を地域ブロック単

位で開催し､労使をはじめ学識経験者等幅広く各界､各層の意見を求めるとともに､労働

時間等の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和についての理解 と関係者相互間の

合意形成の促進を図ることとするO

2 推進会議の名称

｢○○ブロック仕事と生活の調和推進会議｣とする｡ (○○は地域ブロック名)

3 推進会議の進め方

労働時間等の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和の進め方について､地域特有

の問題を踏まえつつ､忌博のない意見交換を行い､企業及び労働者が仕事と生活の調和を

推進する際に当たって参考にしうる､各地域ブロックの実情に合った推進プログラムを策

定し､策定後は周知啓発を行うとともに､その実施状況を適宜フォローアップを行うもの

とする｡

4 開催地

各地域ブロック (①北海道ブロック (北海道労働局 (主開催局))､②東北ブロック (宮

城 (主開催局)､青森､岩手､秋田､山形及び福島労働局)､③関東甲信越ブロック (莱

京 (主開催局)､茨城､栃木､群馬､埼玉､千葉､神奈川J新潟､山梨及び長野労働局)､

④東海 ･北陸ブロック (愛知 (主開催局)､富山､石川､福井､岐阜､静岡及び三重労働



局)､⑤近畿ブロック (大阪 (主開催局)､滋賀､京都､兵庫､奈良及び和歌山労働局)､

⑥中国 ･四国ブロック (広島 (主開催局)､鳥取､島根､岡山､山口､徳島､香川､愛媛

及び高知労働局)､⑦九州 ･沖縄ブロック (福岡 (主開催局)､佐賀､長崎､熊本､大分､

宮崎､鹿児島及び沖縄労働局))毎に､主開催局が設置し開催することとする｡

なお､各地域ブロック内における主開催局以外の各労働局は､適宜主開催局を補佐する

ものとするo

5 委員

委員の構成は､原則として､労使各5名､学識経験者等 5名､計 15名を委嘱するもの

とする｡

議長は学識経験者の中から選出するものとする｡

6 地域ブロック内における連携

主開催局は､推進会議を開催する際には､地域ブロック内の主開催局以外の各労働局よ

りオブザーバーとしての参画を求めることO

7 運営

主開催局労働基準部の監督課又は労働時間課において行 うものとする｡



別添5

仕事と生活の調和のとれた働き方の普及促進に関するシンポジウム開催要綱

1 趣旨

事業主等に対する労働時間等の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和のとれた

働き方の普及に向けた意威啓発のため､全国で ｢仕事と生活の調和のとれた働き方の普及

促進に関するシンポジウム｣を開催し､社会的気運の醸成を図る｡

2 開催地

一全都道府県の主要都市 (計47か所)において開催するものとするo

3 開催主体

本省において業務を委託した団体とする｡

4 開催時期

原則､毎年 11月に開催するものとする｡

5 内容

労働時廟等の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和のとれた働き方′に関する講

演､パネルディスカッション､事例の発表､その他シンポジウムの効果的な開催に資する

企画とする｡特に長期休暇及び年次有給休暇の計画的付与制度の普及促進に資する内容を

含めるようにする｡



別紙

基発第 0402020号

平成 19年 4月 2日

厚生労働省労働基準局長

労働時間等設定改善対策について

都道府県知事 殿

労働時間等設定改善対策については､平成 18年4月 1日付け基発第 0401009号により協

力依頼をしているところであるが､平成 19年度から新たに他の年齢層と比較して実労働時

間が長い状況にあり､また､出産や育児等の子育てを担 う世代でもある20歳代後半から3

0歳代の労働時間の労働時間等の設定の改善を図るための支援を拡充することとし､ ｢労働

時間等設定改善関係事業等の実施について｣ (平成 18年4月 1日付け基発第 0401008号､

別紙 (略))を改正したので通知する｡

貴職におかれては､引き続き､内容を十分御理解の上､都道府県民の福祉の向上等の観点

から､都道府県労働局と十分連携を図りつつ､労働時間等設定改善対策に積極的に取り組む

ようお願いする｡


